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　ご利用いただける方
●借入時の年令が 20歳以上、完済時の年令が 71歳未満の方。 
●勤続（営業）年数が１年以上の方。
●年収 200万円以上の方。 　 
●秋田県農業信用基金協会の保証を受けられる方。 
　お使いみち
●入学金・授業料の他に施設費など、学校へ納入する資金および就学のためのアパート等入
居費用にご利用いただけます。
ご融資金額
●10万円以上 500万円以内（所要金額の範囲内）
　ご融資期間
●最長 13年 6ヵ月以内（ただし，在学期間＋7年 6か月以内）
　ご返済方法
●元利均等返済（月払方式またはボーナス月返済併用方式）

　担保・保証
●担保：無担保
●保証：秋田県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。
　　※保証料が別途必要になります（保証料率　年 0.55％）

　ご用意いただく書類
１　住民票
２　健康保険証（写）
３　所得証明書（給与所得の方は，源泉徴収票または住民税決定通知書で可）
４　合格通知書、入学案内書及び募集要領、納付通知書
５　その他ＪＡが必要とする書類

「ＪＡとのお取引はこれから」というお客様もお気軽にどうぞ（ご利用に関しては、組合員加入のための出資が必要となります）

【ＪＡ教育ローン申込概要】

【特別金利適用条件　以下の条件に該当される方が対象となります。】
（詳しくは窓口までお問い合わせください）
①ＪＡカード会員の方（同時申込み可）。　②キャンペーン期間中に事前審査を受けられる方。

平成 25年 11月 1日現在
※店頭標準金利は原則毎月見直します。ＪＡ教育ローンの店頭標準金利 : 変動金利型 年 2.475%　　固定金利型 年 2.950%

※変動金利型の表示金利は，お借入れ当初に適用さ
れるものです。
　適用金利は年２回見直しさせていただきます。
※特別金利は金融情勢の変化により見直しさせてい
ただくことがあります。

特別金利キャンペーン 1.55

※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明書をご用意しております。
※審査の結果，ローン利用のご希望に添えない場合もございますので，ご了承ください。
※店頭にて返済額の試算を承っております。　※ご返済の滞りなどが発生した場合には，
特別金利の適用を中止し，店頭標準金利に引き上げさせていただきます。　※ＪＡ教
育ローンをご利用中に，繰上返済を行う場合や返済条件を変更する場合には，別途当
ＪＡ所定の手数料が必要となります。

サイバー犯罪対処について協定を締結サイバー犯罪対処について協定を締結サイバー犯罪対処について協定を締結
秋田県警とＪＡバンクあきたが、秋田県警とＪＡバンクあきたが、秋田県警とＪＡバンクあきたが、

本件に関するお問い合わせは、
本店・各支店の金融窓口まで、ご連絡ください

①秋田県警察と県内農協との相互協力

②サイバー犯罪認知時の通報等

③サイバー犯罪捜査への協力

④サイバー犯罪による被害の拡大防止

⑤サイバー犯罪に関する公表及び情報共有

等が可能となり、早期の事件解決が図られます。

この協定締結により、
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水瓶座（1・20〜 2・18）　周囲から良い部分を吸収でき、人間関係に好影響があります。初対面の人にも気さくに話し掛け、人脈を広げて


